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1概

新型コロナウィルス感染症への対応と子どもへの対応が重なる教育・保育現等の前線におい
て、働く職員の処遇の改善のため、長崎市においては、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業
所、放課後児童クラブ、母子生活支援施設に勤務する職員を対象に、収入を3%程度(月額 9,000
円)引き上げるために国の保育士等処遇改善臨時特例交付金等により必要な経を補助する。
なお、国の令和3年度補正予による交付金の措置は、令和4年2月から9月までの措置である

が、令和4年2月から3月までの経を今回の補正予に計上し、令和4年4月から9月までの経
については、令和4年度当初予算に計上することとしている(令和4年10月以降は、国の予

一成過程で検討される)。
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業内容

)対諒経

特定教育・保育施酘、特定地域型保育事業所、放課後児童クラブ、母子生活支援施設に勤務
する職員を対象に、賃上げ効果が継続される取り組みを行うことを前提として、令和4年2月
から3月の収入を3%程度明額9,000円)引き上げるための措置にかかる用 6去定福利費
等の事業主負担を含む)を補助する。

②施設ごとの補助額の出方法

①特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所に勤務する保育士・幼稚教諭等(非常勤職
員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。)

補助基準額嶋額)※ 年齢別平均利用児童数 事業実施月数
61,525 千円X X

(フ70円~8,350円) a 人~108 人) 2 力月

※地域区分、施設類型、定員区分、年齢区分による補助基準額

②放課後児童クラブに勤務する放課後児童支援員・補助員等(非常勤職員を含み、経営に携わる
法人の役員である職員を除く。)

@11,000円(補助基準額【月額】) X752人(常勤換従事者数)×2 力月=16,544千円

③母子生活支援施設に勤務する職員(非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。)
@10,900円栄X5人(常勤換算従事者数)×2 力月=109千円

※ 9,000円に法定福利費等の事業主負担率に相当する率を乗じた額を加えて得た額。
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③ 予算額 78,178千円

各事業者に対し補助金により交付する。

(内訳)

①特定教育・保育施設、

特定地域型保育事業所

施設種別

保育所

認定こども園

幼稚園

小規模保育事業所

小計

②放課後児童クラブ

③母子生活支援施設(白菊寮)※

計^

※指定管理者が管理を行っている施設

3 内訳

国庫支出金※

千円千円

78,1781 7878,

※国庫補助率 10/10(保育士等処遇改善臨時特例交付金、児童虐待・DV対策等総合支援事業)

事業

施設数

76

(単位:千円)

今回補正額

33,496

25,597

2,366

66

一般財源

千円

45

【参考】令和4年度当初予算計上予定額(令和4年4月から9月までの費)

R4当初予額施設種別

232,033①特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所

51,216②放課後児童クラブ

327③母子生活支援施設(白菊寮)

合計

11

財

県支出金

千円

133

94

源内

地方債

千円

61,525

16,544

109

228

283,576

78,178

訳

その他

千円



保育士等処遇改善臨時特例交付金

業目的

0 新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる教育・保育現場等の最前線において

働く方々の収入の引上げを図る

業概要

0 保育士・幼稚園教諭・保育教諭等を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を

3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置(※)を、令和4年2月から前伊1しで実施するために必要な経

費を市町村等に交付する。

※保育所・幼稚園・認定こども園等において、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な

運用を認める方針。

※今回の補正予算による措置は、令和4年9月までの措置令和4年10月以降は、予算編成過程で検討

0 具体的な事業スキームについては、今後、各市町村等や関係団体と調整する予定。

実施主体等

令和3年度補正予算案:899億円

参考料①

(国の令和3年度補正予

国

交付金の交付
補助率(10/10)

交付申請

※補助金交付事務について都道府県の
任行うこと予定同意て

^

^

料)

市町村等
^

支給

^

交付金の申請

保育所等・
放課後児クラブ



1概

社会的養護関係施設の職員を対象に、上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を月額9.000円引き上げるた
めの措置を、令和4年2月から実施する。

(※)本堺業は令和4年2月から9月までの問、実施するものであり、令和4年10月以降の処遇改誓は、児竜入所施よ措雛費等国廊負担金で実施

(参ぢ)「コロナ見服・新時代削拓の六めの経済対策」(令和3年Π"19日1剖議決定)゛羽
n護、介護、保育、幼児教育九ど、新,包コロづウィルス感染症への対応と少子'怖齡化の対応が取なる最前絲1、おいて働く力々の収人の引 Uナを含め令ての職員

を対象に公存」価格の征りカキ抜本的1、見1臣ナ民問部門における祁闘に向けた賃1二げの議'に先んじて、保介土弊・幼稚冏教論、介護・障害福祉職員を対象に、賃h
げ効果が継絖される取総を行う_とを前提として、収人を3%程度炯額9,000円)引キヒげる六めの挑雁を、来羊2月から前倒しで実施する

2対

乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム及びファミリーホーム

(※)施設の般置主体等を問わず、上記の類型1、該当する全ての施設及び出務所が対象

への補助3対

算出式1及び算出式2により算出された額の合計額が対象施設等に対する補助額となる

【算出式1】(処遇改善部分)
月額10,900円俵1) X 延べ人数(各月の常勤換算従事者数の合計株2))
(※D 9.000円に、社会保険料等の串業主負担率に相当する率を乗した額を加えて得た額となっている
(※2)常勤換算従事者数は、施設等を遜営する法人の役員を兼務する施設長を除いて算出(その他の職員は非常勤職員も含め常勤換算で算出)

【算出式2】(国家公務員給与改定対応部分)※令和3年人那院勧告(剣末手当'0.15"(年収換算'0.9゜0))に伴う運営贄の被額分への補 J
・常勤職員の令和3年度賃金総額の見込額 X O,0四 X I/2 (令和4年4Hから9円まての6か円分)

【補助率】国:10/10

【事業実施主体】都道府県、指定都市、児童相談所設置市(特別区を含む)
(※)母子生活支援施設にっいては、般雄又は認、可をhつナ都道府県、市(特別区を含む)及び福祉平務所を設耀する町村とす
(※)都道府県、指定都市、児童柘談所設置市における事務費として、 1自治体当たり1,000,000円を補助

社会的護従者処'改
参考資料②

(国の令和3年度補正予算資料

(児童虐待・DV対策等総合支援事業)令和3年度第次補正予算額:36億円

改の件

原則として、職員に対する処遇改善について2月分の言余から実施する」と
本事業による補助額は、職員の処遇改善及び当該処遇改善に伴い増加する社会保険料等の事業主負担分に全額充てること

三 ナ、 めナ、 の"にについては、の

の2 3P 上はべースア、、プ(基本給又は決まって毎月支払われる手当)に充てる」と
、

ただし、令和4年2月分及び3月分の賃金は一時金による支給可
令和4年度における賃金の水準について、令和3年度より引下げを行わないこと


